
下記のプラスチック製品

アルミ箔類

カセットボンベ缶
殺虫剤などの容器

プラスチック類リサイクル

シャンプー、洗剤、たれ、
乳酸飲料等の容器、マヨ
ネーズ等のチューブ状
容器など

「廃棄物処理法」により、廃棄物の「不法投棄」と「野焼き（ドラム缶など基準を
満たさない焼却炉による廃棄物の焼却を含む）」は禁止されています。［5年以
下の懲役又は1,000万円（法人は3億円）以下の罰金に処されるなど厳しい
罰則が設けられています。］

大量に古紙を処分したり、地域の回収日以外に処分する場合は、直接下記の場
所に搬入してください。搬入できる日時は祝祭日・年末年始休みを除く月～金曜
日の8：30～16：00です。
　・本庁舎一般駐車場車庫
　・金木総合支所車庫
　・市浦一般廃棄物最終処分場ストックヤード
※上記拠点に搬入する場合は町名・氏名の明記は不要です。

レジ袋、お菓子、
インスタント食品、
冷凍食品等の袋

卵のパック、カップ麺、
プリン、ゼリーのカップ、
惣菜、弁当の容器など

ペットボトル、びん等の
プラスチック製のフタ、
ビニールのフィルム、
みかん等のネットなど

　　マークのついているものは

プラスチック製の容器包装です。

上記以外のプラスチック製品
おもちゃ、CD、ビデオテープ、筆記用具、洗面器、発泡スチロール、
ポリバケツ、ポリタンク（中身が無く、乾燥済みのものに限る）など。

ボトル類

フタ・フィルム・ネット類

トレイ・カップ・パック類

袋　類

（平成28年４月１日現在）

（平成28年４月１日現在）

〈古紙無料搬入場所〉

ペットボトルは、
「資源リサイクル」です。

※袋類は結ばないでください。

燃やせるごみ袋を使用燃やせるごみ袋を使用

リサイクル袋を使用リサイクル袋を使用

燃やせないごみ袋を使用燃やせないごみ袋を使用

リサイクル袋を使用リサイクル袋を使用

リサイクル袋を使用リサイクル袋を使用

■生ごみはしっかり水気を切ってください。
■水気を切ったり工作などに使用した新聞紙やダンボールは燃やせるご
みとして処分しますが、紙リサイクルの品目は紙リサイクルに出して
ください。
■金属、プラスチックなどの不燃部分は取り除いてください。

■割れたガラス、せとものや注射針などは、新聞紙に包み、「われもの」や「危
険」と明記してください。
■水銀電池やボタン電池、携帯電話などの充電式の電池は販売店や電器店
の回収ボックスに出してください。

長さ70cm 以内、厚さ（直径）30cm 以内にひも
で縛り、荷札を付けて出してください。ただし、
１枚（１本）の厚さ（直径）は 10cm 以内に限ります。

70cm
30cm

ライター類（使い
切ったもの）、屋外
で使用したもの、
トイレ用品、清掃
用具、水気が切れ
にくいもの（袋状
のレトルト、洗剤
の詰め替え容器、
ラップ類）

アルミ箔、アルミホイル
製の鍋焼きうどんの容器
など

注射器、吸入器、
家庭用点滴器具　
など

医療廃棄物（家庭で使用）

■品目ごとに袋を分ける必要はありません。
■危険物（刃物・ライターなど）や医療廃棄物は入れないでください。
■水洗いをして、水気を切ってから袋に入れてください。
■食品の容器やボトル類は中身を使い切り、水洗いをしたのち、キャッ
プ・フタを外して出してください。
■マヨネーズ・歯磨き粉等のチューブ状容器は中身を使い切り、キャッ
プ・フタをしたままであれば、水洗いの必要はありません。
■水洗いしても汚れが落ちず、袋内に汚れが及ぶものは、燃やせないご
みに出してください。

・雑誌のサンプルやＣＤなどの付録、パンフレットな
　どの配送に使われたビニール袋は取り除いてくださ
　い。ただし、雑誌をとじているピンは、そのままで
　結構です。

・ティッシュの箱や菓子の紙箱、パンフレット、厚
　紙紙袋、包装紙などの紙製品も「雑誌・本・雑紙」
　と一緒に縛って出すことができます。
・小さな雑紙は紙袋に入れて出すこともできます。
・シュレッダーダスト、感熱紙、カーボン紙は、燃
　やせるごみに出してください。

雑誌・本・雑紙

金属・小型電子機器等

・包丁などの刃物類はビニール・新聞紙などで二重に包み、
　「刃物」と明記して出してください。
・袋に入らない大きさのストーブなどは荷札などを利用し
　てください。

・鍋、フライパン、やかん、はさ
　み、包丁　など
　（金属でできている製品）
・ストーブ、ファンヒーター
・小型家電製品
・オーディオ製品
・携帯電話、デジタルカメラ
・延長コード

　不燃系粗大ごみの無料回収は、年１回６月から７月にかけて各地域の
回収を行う予定です。申し込み及び回収日などの詳細については市の広
報紙を通じてお知らせするほか、申し込み書を各町内会に回覧します。
粗大ごみ回収時以外に処分する場合は、各自で処理施設に搬入してくだ
さい。
　ただし、別記「収集しないごみ」については、粗大ごみ
でも処分場でも処分できませんので、販売店若しくは廃棄
物収集・処理業者へ依頼してください。

西部クリーンセンターに搬入できるごみは、家庭系一般廃棄物、事業系
一般廃棄物です。燃やせないごみ、プラスチック類リサイクルの各施設
に搬入できるごみは、家庭系一般廃棄物のみです。

■ごみの野焼きや簡易焼却炉を使用した焼却
は、法律で認められている場合を除き禁止
されています。法律に違反し焼却した灰に
ついて市では処分しませんので、ごみは焼
却せずきちんと分別し、収集日に出すなど
適正に処理してください。

禁止事項禁止事項

◎プラスチック類リサイクル

五所川原市大字野里字山ノ越 25 ー112
TEL 0173 ー 29 ー 3377
月・水・土曜日　9：00～16：00

下記 2 施設への搬入の際は、環境対策課
まで事前に電話申し込みしてください。

五所川原市大字金山字竹崎 184 ー 1
TEL 0173 ー 38 ー 3511
月～土曜日　9：00～16：00
料金　10kg ごと 20 円
（平成28年４月１日　現在）

五所川原市相内岩井 81-401
TEL 0173ー 62 ー 3284
火・木曜日　9：00～16：00

　■品目ごとにそれぞれの袋に分別して出してください。
　■汚れのひどいものは軽くすすぎ、水気を切って出してください。
　■スプレー缶などは必ず穴を開けて出してください。
　■ペットボトルはフタを必ず外してください。（フタはプラスチック類リサイクル）
　■ビンの金属製のフタは資源リサイクルの缶として出してください。
　　（ただし、裏にビニールなどが付いているフタは燃やせないごみに出してください。）
　■缶はフタを付けたまま出しても構いません。
　■缶は横から潰しても構いません。ペットボトルは潰さないでください。
　 ビンは割れたものでも出せます。

　一回の収集で集積所に出せる袋
の数は４袋まででお願いします。
引越しなどで大量にごみが出る場
合は、処理施設に直接搬入するか、
廃棄物収集・処理業者へ依頼して
ください。

◎引越しなどで出る大量のごみ

平成28年度～

荷札

紙・金属・小型電子機器等リサイクル
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プラスチック類処理施設


